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哀傷の射水三二一
震災被災地の一日でも早い復興を

心からご祈念申し上げます

草木の緑が輝-季節となりました｡皆様にはい

かがお過ごしでしょうか｡

去る3月11日に東日本を襲った地震'津波は未
曾有の被害をもたらしました｡被災地の皆様に心からお見舞い申し上げますとともに犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し'謹んで哀悼の意を表します｡復興への取-組みは国の最大の課題であるとともに'この教訓を生かした災害に強い安心･安全のまちづ--が全国に求められています｡

また'4月10日に執行された県議会議員選挙で
は'皆様に大きなご支援をいただいたにも関わらず'私どもの力不足により社民党の貴重な一議席を失う結果となりました｡深くお詫び申し上げますとともに'擁立決定の遅れなどの今回の反省を踏まえ'次回には何としても失地を回復するため全力を尽くすことをお誓いいたします｡

さて'たいへん遅くな-恐縮ですが'昨年の12
月及び本年の3月定例議会で行った私の質問の概要をご報告申し上げます｡

平成22年1 2月定例会

問一射水市版事業仕分けについて

新たな財源を創出するため事務･事業を見直
すという考え方自体は否定すべきものでないが'より多くの市民の皆さんの納得のもとに仕分けを実施すべきではないか｡今回の仕分けは政策アドバイザーを含めて8名の委員で実施され'｢市民協働事業として実施｣とする判定が多数を占める結果となった｡｢その受け手となる地域振興会や関係団体と十分に協議を行い'条件や環境が整ったものから投階的に実施していきたい｣としているが'地域振興会の実態や体力が正確に把握されているのか'現場の皆さんは疑問を持っていると思う｡サービスの受益者であり市税を納めている市民の皆さんの意見を仕

分け判定に取-入れてしかるべきではないか｡当事者である一般市民にも門戸が開かれた仕分け作業であるべきであ-'例えば仕分け委員に各地区や各種団体の代表者あるいは市民から公募した委員を入れるとか'市民からの書面などによる意見を受け付けるなどして少しでも民意を反映するべきではないかと考えるが'当局の見解を問う｡

また'富山県は平成20年度から事務･事業の
見直しを行政改革委員会で行ってお-'事業開始から5年以上経過したもので一般財源が3千万円以上の事業を対象に'何度も分科会を開催して担当課へのヒアリングだけでな-'ときには現場に赴いて実地見聞しながら丹念に再評価の作業をしている｡丁寧な県の行革委員会の作業と比較すると'射水市版は派手さはあったが'地道さや微密さに欠ける判定の出し方ではなかったかと感じられるが'見解を問う｡

答弁(市長政策室長)今回の事業仕分けでは'本
市の行財政改革推進会議の委員(仕分け委員への就任を念頭に､各分野での専門性を考慮し選任した)を仕分け委員として選任した｡委員の半数が市内在住者であり'今回の仕分けでは'委員の専門的な立場からの意見はもとよ-'市民目線に立っての意見も戴いたことから'専門的知見だけでなく'市民に開かれた議論でもあったと認識している｡

また'仕分けの実施に当たっては'事前作業

として'コーディネーターと仕分け委員で構成する事業仕分け会議を3回開催し'事務事業の内容や市が進める市民協働の趣旨等について理解を深めていただ-とともに'委貞からの要望
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に対し必要な資料を随時提出してきた｡委員の方々は'県内の自治体だけでな-全国の自治体の例も調査されるなど準備作業を自主的かつ積極的に進めてこられたので'今回の判定に至るプロセスは'決して急ぎまとめられたものではな-'周到な準備のもとに出された判定であると考えており'最大限尊重すべきものと認識している｡

問〓　地球温暖化対策(二酸化炭素排出量削減)
について

地域型市民協働事業において公園維持管理等
の委託がされてお-'その面積ー-タルは20万

2m弱にも及んでいる｡市民の皆さんがこの公園
等を額に汗して懸命に清掃されているが'除草した際に大量に発生する刈草がゴミ袋に詰められてゴミとしてクリーンピア射水で焼却されている｡このほど策定された射水市環境基本計画では'ゴミの減量はもちろんのこと'二酸化炭素排出量削減あるいはバイオマスの利活用が誼われている｡折りしも地域バイオマス利活用交付金を活用したバイオマス堆肥化施設が完成し'年間-千-以上の勢走枝･刈革を堆肥化することが目標とされている｡

こうした状況から'公園等で除草によ-発生
した刈草は焼却するのではな-'新設されたバイオマス堆肥化施設を有効利用して処理すべきと考えるが､見解を問う｡

また'木材の利用を促進することが地球温暖
化の防止'循環型社会の形成'国土の保全等に貢献することに鑑み｢公共建築物等における木材の利用を促進する公共建築物等における木材

の利用の促進に関する法律｣が施行された｡富山県では水と緑の森づ-り事業の中で県産材利用促進事業を実施しており'学校や公共施設等における県産材の使用を推進している｡

木材を使用するメリットとしては'金属やコ

ンクリ1-よりも暖かみが感じられること'ころんだりしたときに衝撃が少ないことなどがあげられており'木造の学校で働-教師は'鉄筋コンクリ-ーの校舎で働-教師よりもストレスを感じないという実際のデータも得られていることから'公共施設等における富山県産の木材の使用が求められていると考えられるが'本市における取り組み方針を問う｡
答弁(民生環境部長･産業経済部長)公園等の除

草時に発生する刈草を堆肥化することは'資源の有効利用及びごみの減量化'二酸化炭素排出削減による地球温暖化対策の観点から有意義である｡国においても'廃棄物を焼却するという施策から再利用することに転換してお-'その中でもバイオマス活用による二酸化炭素の排出量の削減は有効な手投として推奨している｡今後'関係部局と連携してバイオマス堆肥化施設の活用について検討してい-｡

また'県は'とやま県産材を公共施設の内装
材として使用する場合や'構造材として利用し'公共施設を新築する場合に'｢くつろ木空間整備促進事業｣として'事業費の一部を補助する制度を設けて'県産材の利用促進を図っている｡市としても'この制度の周知を図るとともに'市が直接行う公共施設に関する事業については'事業の効果を見極めながらできるだけ県産材を使用するよう努めてい-｡

海王町地内でオープンした｢新湊きつときと

市場｣｡ 100%民間資本で立ち上げられました｡

本市の観光の目玉となることが期待されます｡

平成2 3年3月定例会

平成23年度当初予算等を審議
3月定例会は'平成23年度の一般会計予算のほ

か'10の特別事業会計などを審議する重要なものでした｡次の3点について一般質問をしました｡問一庁舎整備について

8度にわたる議員懇談会での議論を踏まえ'
当初の案を大き-修正し'ほぼ市の中央部に位置する大島中央公園を活用する案を提示されたことに対し敬意を表するとともに'基本的に賛成であることを表明する｡しかしながら'タウンミーティングでの説明の中で疑問をもった点について確認したい｡

まず'説明の中で'推計によると現在の本市

の人口9万4千人が平成47年には8万人弱までに人口が減少することを前提としている｡本市の総合計画では'まちづ-りの主要課題の第1に｢人口減少への対策｣があげられてお-'｢定住人口二父流人ロの増加を図る施策を推進する｣
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としている｡ぜひ'その方針に沿って人口減少の流れを止めるための最大限の努力を払っていただきたい｡具体的な施策としては'住宅団地の造成やU･1･-ターン対策の推進などが考えられると思うが'何に力点を置き'どんな目標を持っているのか問う｡

また'人口減少に比例して職員を削減すると
しているが'一般的には職員は行政需要即ち業務量に応じて配置するべきものではないか｡人口は行政需要の一つの目安にこそなれ単純に比例するものでもないのではないか｡20-30年後の行政の形がどうなっているか誰にも予測できないが'単純計算で職員数を弾き出すことについての考え方を問う｡

答弁(市長政策室長)　タウンミーティングで説明
した人口の推移については'国立社会保障･人口問題研究所の推計にもとづ-ものであり'あくまでも数十年後の本市の人口規模に照らして整備する庁舎が過大なものとならないようにとの観点から検討する際の参考とした｡

各種施策を進める上で本市が目標としている

人口は'総合計画で掲げている平成29年度の9万4千人であり'それを達成するため｢人口対策｣をまちづ-りの主要課題の一つとして捉え先進的な少子化対策や定住人口の増加対策に積極的に取-組んできた｡新年度当初予算においても'それらに加え新たに住宅施策の推進を図るための空き家の実態調査費や定住促進のための調査費等を計上した｡加えて'見直しを行った総合計画の中･後期実施計画においても'子ども医療費等の助成や放課後児童クラブ事業等による子どもの居場所づ-りのほか'高齢者の

生きがいづくりや健康づくり'さらには､定住人口の増加を進めるため土地区画整理事業の促進のための経費等を計上している｡

本市としては'本格的な人口減少時代の到来

を念頭に'引き続き少子化対策のみならず定住人口の増加対策に重点を置きつつ'様々な分野において活気あるまちづ-りに取り組み､将来にわたり人口の自然増'社会増につなげたい｡

職貞数については'行政需要との関連が大き

いと考える｡また'人口と行政需要についても同様に関連があると考えてお-'人口減少に比例して行政需要の減少が見込まれる分野'見込まれない分野があるが'現在の状況を基に考えれば'人口減少に対し'総じて業務量は減るという観点に立った｡これにより'現時点で唯一可能と考え'将来人口規模に比例Lt職貞数を試算した｡

問〓　学校給食について

既存の給食室を取り壊す場合でも'学校機能
を損なわず校舎内の別の場所に給食室を移転して改修するケースは単独校調理方式を行うこととする方針を示された｡これは大きな政策転換であると受け止めているが'近隣の他市の学校給食における実施状況は'小学校については単独校調理方式'中学校については共同調理方式といった風に調理方式を区分している市もあると側聞している｡こうした近隣都市の趨勢とそれを参考にした方式を採用する考えはないか間

､つ｡

一方'保護者などの理解が得られれば'直営
で行っている単独校を民間委託するとの方針も

示された｡一概に民間の調理が悪いとは誰も言えないが'端的に言えば民間委託とは人件費の圧縮に他ならない｡構造改革以降'国全体が人件費の削減'雇用の不安定化にひた走ってきたために'デフレスパイラルから脱出できず少子化にも歯止めがきかない今日の状況があると思うので'基本的に民間委託には反対だが'当局の認識を問う｡

また'全国各地で民間委託した学校給食現場
において偽装請負の疑いから労働基準監督署に是正の指導や勧告を受けている事実があるが'その点についての見解も併せて問う｡

答弁(教育長)近隣の富山市及び高岡市では'調
理方式について'小学校は単独調理方式'中学校は共同調理方式と明確な区分をしている訳ではないと聞いている｡本市では､今後も単独調理方式と共同調理方式を併用してまいりたいと考えており'調理方式を小学校と中学校で区別することは考えていない｡

また'民間委託を検討した理由は'人件費の
削減はもちろんだが'学校給食を安全･安心な学校給食を実施するにあたり'民間業者が調理技術や衛生管理において専門的な知識を持ち､効率的な運営など給食の充実が期待できるからである｡現在雇用している臨時職員の方々には'各々の学校の調理室や調理器具などの設備を熟知していることから'委託後もスムーズに業務することが期待できるので'希望があれば'受託事業者への就労ができるよう取り組んでいく0

民間委託にあたっては'委託者である本市が'
受託事業者の個々の調理員に対して'直接に指
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示を行うことが禁止されているが'仕様書に基づき'受託事業者としての独立性や専門性を確保しながら'各学校栄養士が'業者から派遣されている業務責任者とのみ打ち合わせや調理の確認をしているので'労働関係諸法に抵触するものとは考えていない｡

追記　この答弁には疑問が残ったので'所属する
総務文教常任委員会の所管する事項ですが'予算特別委員会で追加質問しました｡

間①富山市と高岡市は'明確に区分はしていない
ということだが'実態としては'ほぼ'小学校は自校直営'中学校は委託共同調理という形になっている｡高岡市は'小学校の学校給食については'食育指導の観点から'児童が調理員の仕事ぶりに直接触れることができる自校直営方式で統一すると明確に表明しているが教育長の見解は｡

答弁(教育長)　さまざまな考え方があるが､いず
れの方式であっても栄養面や味の面でも大きな差はないと考えている｡

問②今回の方針転換は非常にわか-づらい｡小学
校は自校直営'中学校は委託共同調理とわか-やす-市内で統一するのもひとつの方向性ではないかと思うが市長の見解は｡

答弁(市長)市としてはいずれの方式であっても
(民間委託すれば)経費的にも食育指導の面でも大差はないと認識している｡将来的に何らかの形で再検討が必要となったときは'明確に区分することも視野に入れなければならないと考える｡

問三　地域経済の活性化について

3年前'自国の製材業育成を目的にロシア政
府が原木の輸出関税を引き上げて以来'製材業界は不振を続けている｡この関税引き上げに伴い'いったい地域経済にどれだけ影響が出ていると受け止めているのか当局の認識を問う｡また'昨年来'製材業界をはじめとして大型負債の企業倒産が相次いでいる｡地域経済を活性化させるための具体的な対策と'牽引役となるような新たな産業の育成や優良企業の誘致について当局の見解を問う｡

答弁(産業経済部長)　ロシアの工業化政策により
原木輸出関税が平成19年に6･5%から25%に引き上げられ､さらにはリーマンショックの影響など'北洋材関連業者にとっては大変厳しい状況が続いている｡現在は関税の影響を大き-受け

新たな産業の育成については'産学官の連携

の元で取り組みを行っているが'地域経済活性化の観点から'さらに､どのような支援が出来るか今後検討していく｡

優良企業の誘致は'｢関連産業の集積などによ

る地域経済の活性化｣だけでな-'｢雇用機会の確保拡大｣や｢税収の増大｣など'非常に重要な役割を担っていることは十分承知している｡しかしながら'近年の企業立地の動向は景気の動向ともに大変厳しい状況にある｡こうした中でも地域の強みと特性を踏まえた産業集積を図るため'企業立地助成や固定資産税の優遇'緑地面積率を引き下げる工場立地法上の特例措置を設けるなどしているが'今後とも将来に向けて､高く安定した成長が見込まれる企業の誘致に努めていく｡

ないよう原木から合板や製品へとシフトしてい-転換期となってお-'コンテナ輸送での物流の比重が大きくなっている｡今後'木材倉庫の不足が予想されることから'県に対し整備促進を求めてい-とともに'現在延期されている関税80%への引き上げは北洋材関連業者にとって死活問題となるので'あらゆる機会を捉えて'これ以上の関税引き上げがないように働きかけていく｡

地域経済を活性化させるために
は'国･県の経済活性化策が必須であるが､本市も出来る限りの景気対策を実施していきたい｡
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津村　理の自宅: 〒934-0054　射水市神楽町55

(市民病院のすぐ近くです｡)
T E L0766-84-0655/ F A XO766-84-0695
E - MaH : o_sawamura@po9.canet.ne.jp

津村　理へのヱ意貝･ご専望･激励を

お待ちしています｡


